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○松本市上下水道局建設工事一般競争入札実施要綱 

平成１２年４月１日 

上下水道局告示第１号 

改正 平成１７年３月３１日上下水道局告示第２３号 

平成２２年３月３１日上下水道局告示第８号 

平成２４年３月３０日上下水道局告示第１１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、入札制度の一層の公平かつ透明性を図るため、松本市上下水道局（以

下「上下水道局」という。）が発注する建設工事のうち、一定金額以上の建設工事につい

て一般競争入札を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

（準用規定） 

第２条 上下水道局が発注する建設工事の一般競争入札の実施については、松本市建設工事

一般競争入札実施要綱（平成１０年告示第２９号）を準用する。この場合において、本則

中「市長」とあるのは「水道事業及び公共下水道事業の管理者」と、「本市」とあるのは

「松本市上下水道局」と、第１条中「松本市財務規則（平成３年規則第１０号）」とある

のは「松本市上下水道局の契約に関する規程（平成１０年上下水道局管理規程第１６号）」

と、第３条中「松本市業者指名審査委員会」とあるのは「松本市上下水道局業者指名審査

委員会」と、第４条第１項第２号中「松本市建設工事入札制度合理化対策要綱（昭和４２

年告示第１１号）第８条」とあるのは「松本市上下水道局建設工事入札制度合理化対策要

綱（平成１０年上下水道局告示第２号）」と、同項第４号中「松本市建設工事等入札参加

者に係る指名停止要領（平成９年訓令甲第１号。以下「停止要領」という。）第１条」と

あるのは「松本市上下水道局建設工事等入札参加者に係る指名停止規程（平成１０年上下

水道局管理規程第２０号。以下「停止規程」という。）」と、同項第９号中「停止要領」

とあるのは「停止規程」と、第５条中「松本市建設工事一般競争入札参加資格申請書」と

あるのは「松本市上下水道局建設工事一般競争入札参加資格申請書」と、「松本市建設工

事共同企業体運用要綱（平成８年告示第２２７号。以下「運用要綱」という。）第４条」

とあるのは「松本市上下水道局建設工事共同企業体運用要綱（平成１０年上下水道局告示

第３号。以下「運用要綱」という。）」と、第７条中「松本市建設工事一般競争入札参加

資格確認通知書」とあるのは「松本市上下水道局建設工事一般競争入札参加資格確認通知

書」と、第８条中「停止要領」とあるのは「停止規程」と、様式中「松本市」とあるのは

「松本市上下水道局」と読み替えるものとする。 
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附 則 

この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日上下水道局告示第２３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の松本市上下水道局建設工事一般競争

入札実施要綱、松本市上下水道局の製造の請負、物件の供給その他の契約に係る入札参加

資格審査要綱、松本市上下水道局建設工事入札制度合理化対策要綱、松本市上下水道局建

設工事共同企業体運用要綱、松本市水道事業有料公告掲載取扱要綱、松本市公共下水道供

用開始区域内水洗化普及促進事務取扱要綱、松本市生活扶助世帯水洗便所設置費補助金交

付要綱及び松本市公共下水道区域内におけるディスポーザー排水処理取扱要綱の規定に

より使用されている様式は、当分の間この告示による改正後の松本市上下水道局建設工事

一般競争入札実施要綱、松本市上下水道局の製造の請負、物件の供給その他の契約に係る

入札参加資格審査要綱、松本市上下水道局建設工事入札制度合理化対策要綱、松本市上下

水道局建設工事入札制度合理化対策要綱、松本市上下水道局建設工事共同企業体運用要綱、

松本市水道事業有料公告掲載取扱要綱、松本市生活扶助世帯水洗便所設置費補助金交付要

綱及び松本市公共下水道区域内におけるディスポーザー排水処理取扱要綱の相当規定に

より使用されている様式とみなす。 

附 則（平成２２年３月３１日上下水道局告示第８号） 

（施行期日） 

この告示は、平成２２年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日上下水道局告示第１１号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告に係るものから

適用する。 

 


